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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インセクトスクリーンを車両に対向して取り付けるインセクトスクリーン取付構造であ
って、前記車両に間隔を隔てて設けられ、前記インセクトスクリーンの移動をガイドする
一対のガイド部と、前記車両に前記一対のガイド部の一端側に位置させて設けられ、前記
一対のガイド部によってガイドされる前記インセクトスクリーンの移動を規制するストッ
パ部と、前記車両に前記一対のガイド部の他端側に位置させて設けられ、前記インセクト
スクリーンを前記ストッパ部との間で保持するロック部とを備え、前記ロック部は前記イ
ンセクトスクリーンに対向する前記車両の対向面に前記インセクトスクリーンに向かって
延設され、前記ロック部には前記ストッパ部側に向く傾斜面が形成されると共に、前記傾
斜面が前記対向面側から前記インセクトスクリーン側に向かって漸次前記ストッパ部から
離れるように形成され、前記対向面から前記ロック部の先端部までの距離は、前記対向面
から前記ガイド部のインセクトスクリーン保持面までの距離よりも長く設定されたことを
特徴とするインセクトスクリーン取付構造。
【請求項２】
　前記インセクトスクリーンは、可撓性を持つスクリーン本体を有する請求項１に記載の
インセクトスクリーン取付構造。
【請求項３】
　前記インセクトスクリーンは、前記スクリーン本体に多数の開孔が設けられたパンチン
グメタルである請求項２に記載のインセクトスクリーン取付構造。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インセクトスクリーンを車両に取り付けるインセクトスクリーン取付構造に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両のフロントグリルから侵入した虫がラジエーターに付着することを防止し、又は、
ラジエーターを飛び石から保護するために、フロントグリルやラジエーター等にインセク
トスクリーンが取り付けられることがある。その場合、ボルト締結や引っ掛け部（布製の
インセクトスクリーンの例）を用いてインセクトスクリーンをフロントグリルやラジエー
ター等に取り付ける（固定する）構造が採用されている。
【０００３】
　このようなインセクトスクリーン取付構造は、例えば特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２４２４６８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　インセクトスクリーンは、要求される性能上、虫等による汚れが付着するので、洗浄又
は交換を適宜行う必要がある。しかしながら、インセクトスクリーンは、上述のようにボ
ルト締結や引っ掛け部を用いてフロントグリルやラジエーター等に取り付けられ、また、
フロントグリルとラジエーターとの間の作業スペースが狭い場合が多いため、インセクト
スクリーンは、洗浄時又は交換時の取り外し及び取り付けに時間や手間の掛かるものであ
った。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、インセクトスクリーンを車両のフロントグリルやラジエータ
ー等に対して簡易に着脱することができるインセクトスクリーン取付構造を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明に係るインセクトスクリーン取付構造は、インセ
クトスクリーンを車両に対向して取り付けるインセクトスクリーン取付構造であって、前
記車両に間隔を隔てて設けられ、前記インセクトスクリーンの移動をガイドする一対のガ
イド部と、前記車両に前記一対のガイド部の一端側に位置させて設けられ、前記一対のガ
イド部によってガイドされる前記インセクトスクリーンの移動を規制するストッパ部と、
前記車両に前記一対のガイド部の他端側に位置させて設けられ、前記インセクトスクリー
ンを前記ストッパ部との間で保持するロック部とを備え、前記ロック部は前記インセクト
スクリーンに対向する前記車両の対向面に前記インセクトスクリーンに向かって延設され
、前記ロック部には前記ストッパ部側に向く傾斜面が形成されると共に、前記傾斜面が前
記対向面側から前記インセクトスクリーン側に向かって漸次前記ストッパ部から離れるよ
うに形成され、前記対向面から前記ロック部の先端部までの距離は、前記対向面から前記
ガイド部のインセクトスクリーン保持面までの距離よりも長く設定されたものである。
【０００８】
　前記インセクトスクリーンは、可撓性を持つスクリーン本体を有するものであっても良
い。
【０００９】
　前記インセクトスクリーンは、前記スクリーン本体に多数の開孔が設けられたパンチン



(3) JP 6155577 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

グメタルであっても良い。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、インセクトスクリーンを車両のフロントグリルやラジエーター等に対
して簡易に着脱することができるという優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は本発明の一実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造が適用される
フロントグリルの背面図であり、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図であり、（ｃ）は（ａ
）のＣ－Ｃ線断面図である。
【図３】（ａ）は本発明の他の実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造が適用され
るフロントグリルの背面図であり、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図であり、（ｃ）は（
ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて詳述する。
【００１３】
　図１及び図２に示す本実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造１０は、車両（特
に、ＲＶ車やトラック等の大型車両）のフロントグリル（ラジエーターグリルとも称され
る）１５に適用したものである。フロントグリル１５は、例えば、合成樹脂製材料により
形成される。
【００１４】
　本実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造１０は、インセクトスクリーン（防虫
ネットとも称される）１１と、ガイド部１２と、ストッパ部１３と、ロック部１４とを備
えている。
【００１５】
　インセクトスクリーン１１は、フロントグリル１５の開口部１６から侵入した虫がラジ
エーター（図示せず）に付着することを防止し、又は、ラジエーターを飛び石から保護す
るために、フロントグリル１５に取り付けられるものである。
【００１６】
　インセクトスクリーン１１は、可撓性を持つスクリーン本体１７と、スクリーン本体１
７に多数設けられた開孔１８とを有する。本実施形態のインセクトスクリーン１１は、ス
クリーン本体１７に多数の開孔１８が設けられたパンチングメタルである。即ち、インセ
クトスクリーン１１（スクリーン本体１７）は、金属材料により形成されるものである。
なお、図１において、開孔１８はクロスハッチ（網掛け）が付されている部分に設けられ
、図２においては、開孔１８を簡略的に示している。
【００１７】
　ガイド部１２は、フロントグリル１５の背面に車幅方向（左右方向）に間隔を隔てて一
対設けられ、インセクトスクリーン１１の移動（車両高さ方向に対する移動）をガイドす
るものである。
【００１８】
　ガイド部１２は、フロントグリル１５の背面から車両後方側に突出させて設けられ、先
端部にガイドレール溝１９が車両高さ方向に延設されている。ガイド部１２（ガイドレー
ル溝１９）は、インセクトスクリーン１１の移動をガイドする以外に、インセクトスクリ
ーン１１の車両前方側（フロントグリル１５側）及び車両後方側（ラジエーター側）に対
する移動を規制する機能も有する。本実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造１０
では、ガイド部１２をフロントグリル１５に一体的に設けているが、勿論、ガイド部１２
をフロントグリル１５と別体として設けても良い。さらに、ガイド部１２の位置及び長さ
（車両高さ方向に対する長さ）等は、適宜変更することが可能である。
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【００１９】
　ストッパ部１３は、フロントグリル１５の背面にガイド部１２の一端側（下端側）に位
置させて設けられ、ガイド部１２によってガイドされるインセクトスクリーン１１の移動
（下方向に対する移動）を規制するものである。
【００２０】
　ストッパ部１３は、フロントグリル１５の背面から車両後方側に突出させて設けられて
いる。本実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造１０では、フロントグリル１５の
既存の部分をストッパ部１３として用いているが、勿論、ストッパ部１３をフロントグリ
ル１５に別途設けても良い。さらに、ストッパ部１３の位置及び長さ（車幅方向に対する
長さ）等は、適宜変更することが可能である。
【００２１】
　ロック部１４は、フロントグリル１５の背面にガイド部１２の他端側（上端側）に位置
させて設けられ、インセクトスクリーン１１をストッパ部１３との間で挟み込んで保持す
るものである。
【００２２】
　ロック部１４は、フロントグリル１５の背面から車両後方側に突出させて設けられ、先
端部に車両後方側に関しストッパ部１３側と反対側（図示例では、上方向）に対して傾斜
する傾斜面（テーパー面）２０が形成されている。ロック部１４の先端部に傾斜面２０を
設けることで、ガイド部１２の上端との間にインセクトスクリーン１１を挿入する際のス
ペースを確保することができ、インセクトスクリーン１１をガイド部１２に容易に挿入す
ることができる。本実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造１０では、ロック部１
４をフロントグリル１５に一体的に設けているが、勿論、ロック部１４をフロントグリル
１５と別体として設けても良い。さらに、ロック部１４の位置及び長さ（車幅方向に対す
る長さ）等は、適宜変更することが可能である。
【００２３】
　次に、本実施形態の作用効果を説明する。
【００２４】
　本実施形態では、図２（ｂ）に一点鎖線で示すように、インセクトスクリーン１１（ス
クリーン本体１７）を撓ませながらガイド部１２（ガイドレール溝１９）に挿入し、イン
セクトスクリーン１１をガイド部１２に沿って下方に移動すると共に、インセクトスクリ
ーン１１をストッパ部１３とロック部１４との間に押し入れることにより、インセクトス
クリーン１１をフロントグリル１５に取り付けることができる。インセクトスクリーン１
１は、ストッパ部１３とロック部１４との間に挟み込まれることのみによってフロントグ
リル１５に対して固定されるので、ボルト締結や引っ掛け部を用いて固定する場合と比較
してインセクトスクリーン１１の取り付けに掛かる時間が大幅に短縮され、掛かる手間も
大幅に低減される。
【００２５】
　一方、本実施形態では、インセクトスクリーン１１をストッパ部１３とロック部１４と
の間から引き出すと共に、インセクトスクリーン１１をガイド部１２に沿って上方に移動
し、インセクトスクリーン１１（スクリーン本体１７）を撓ませながらガイド部１２（ガ
イドレール溝１９）から抜き取ることにより、インセクトスクリーン１１をフロントグリ
ル１５から取り外すことができる。インセクトスクリーン１１は、ストッパ部１３とロッ
ク部１４との間に挟み込まれることのみによってフロントグリル１５に対して固定される
ので、ボルト締結や引っ掛け部を用いて固定する場合と比較してインセクトスクリーン１
１の取り外しに掛かる時間が大幅に短縮され、掛かる手間も大幅に低減される。
【００２６】
　以上要するに、本実施形態に係るインセクトスクリーン取付構造１０では、インセクト
スクリーン１１をフロントグリル１５に対して簡易に着脱することができ、洗浄時又は交
換時のインセクトスクリーン１１の取り外し及び取り付けに掛かる時間が大幅に短縮され
、掛かる手間も大幅に低減される。また、本実施形態に係るインセクトスクリーン取付構
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造１０では、フロントグリル１５とラジエーターとの間の作業スペースが狭い場合でも、
インセクトスクリーン１１をフロントグリル１５に対して簡易に着脱することができる。
【００２７】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態には限定
されず他の様々な実施形態を採ることが可能である。
【００２８】
　例えば、本発明は、フロントグリルだけでなく、ラジエーター及びインタークーラー等
にも適用可能である。
【００２９】
　また、インセクトスクリーン（スクリーン本体）は、パンチングメタルには限定はされ
ず、例えば、合成樹脂製材料により形成されるものであっても良い。
【００３０】
　また、ガイド部は、車両に車両高さ方向（上下方向）に間隔を隔てて一対設けられ、イ
ンセクトスクリーンの移動（車幅方向に対する移動）をガイドするものであっても良い。
【００３１】
　さらに、ガイド部１２の先端部に必ずしもガイドレール溝１９を設ける必要はなく、図
３に示すように、ガイド部１２の先端部にガイド面２１を車両高さ方向に延設しても良い
。このガイド部１２（ガイド面２１）は、インセクトスクリーン１１の移動をガイドする
以外に、インセクトスクリーン１１の車両後方側（ラジエーター側）に対する移動を規制
する機能も有する。図３（ｂ）に一点鎖線で示すように、インセクトスクリーン１１（ス
クリーン本体１７）を撓ませながらガイド部１２（ガイド面２１）とフロントグリル１５
の背面との間の空間に挿入し、インセクトスクリーン１１をガイド部１２に沿って下方に
移動すると共に、インセクトスクリーン１１をストッパ部１３とロック部１４との間に押
し入れることにより、インセクトスクリーン１１をフロントグリル１５に取り付けること
ができる。
【符号の説明】
【００３２】
１０　インセクトスクリーン取付構造
１１　インセクトスクリーン
１２　ガイド部
１３　ストッパ部
１４　ロック部
１５　車両のフロントグリル
１７　スクリーン本体
１８　開孔
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